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○事務局 皆様、こんばんは。

定刻より少し早いですけれども、皆様お集まりですので、始めさせていただきたいと思い

ます。

本日は、お忙しい中、国民健康保険運営協議会に御出席いただきまして、ありがとうござ

います。

司会を務めさせていただきます国民健康保険係の市村です。よろしくお願いします。

まず、会議に先立ちまして、公益代表の中村隆夫委員、被用者保険等保険者代表の増田邦

子委員におかれましては、所属団体の状況によりまして昨年末辞任されておりますので御報

告いたします。これに伴いまして、本日は、後任として、丸山壽郎委員及び米内久永委員に

御出席いただいておりますので、御紹介いたします。

まず、公益代表の丸山壽郎委員です。

○委員 皆さん、こんばんは。

民生・児童委員協議会から参りました丸山壽郎と申します。今後ともよろしくお願いいた

します。

○事務局 ありがとうございます。

続きまして、被用者保険等保険者代表の米内久永委員です。

○委員 皆様、初めまして。

被用者保険等保険者代表ということで本日より参加させていただきます米内でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

私、ふだんは健保連東京連合会というところに勤めておりまして、なかなかなじみのない

団体かと存じますけれども、全国に１，４００ぐらいの健康保険組合、そのうち約４０％の

６００弱が東京に集中しております。この６００弱の健康保険組合をかなり簡単に言ってし

まえば取りまとめたり、共同事業をしたりと、そういった団体に所属しております。会議に

的確な意見とかを出して参加していきたい、協力したいと思いますので、どうぞよろしくお

願いします。

○事務局 ありがとうございました。

そうしましたら、続きまして、市民部長の坂本より御挨拶を申し上げます。

○市民部長 改めまして、皆様、こんばんは。

本日は、お忙しい中、またお寒い中、運営協議会に御出席をいただきまして、誠にありが

とうございます。

また、日頃から、国民健康保険事業の運営はもとより、市政運営に御理解と御協力を賜り

まして感謝申し上げます。ありがとうございます。

さて、昨年の１２月１６日に、令和８年度の国民健康保険特別会計について、東京都から

示されました仮係数での納付金額で算定結果をお伝えをいたしまして、御意見をいただいた

ところでございます。先般、令和８年度納付金の確定額が示されましたので、本日は前回に

引き続きまして、国民健康保険税の税率改定について御意見を伺えればと思っております。

詳しくは後ほど御説明をさせていただきますけれども、仮係数の金額よりも総額では若干

の減額となっております。これに合わせまして全体的な予算内容の見直しを行いまして、新

たな税率改定の案を御提案させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○事務局 ありがとうございます。

資料の確認をさせていただきます。

まず、本日の次第、事前にお送りしました資料１、資料２、また机上に配付いたしました
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委員名簿となっております。また、このほかに、委員の皆様には「東京の国保」を配付させて

いただきました。

資料の不足がございましたらお申しつけください。よろしいでしょうか。

それでは、あきる野市国民健康保険運営協議会規則第６条に基づきまして、会長に議事進

行をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

会長、よろしくお願いします。

○会長 それでは、ただいまから令和７年度第３回あきる野市国民健康保険運営協議会を開

催いたします。

ただいまの出席委員は１３人全員でございます。定足数に達しておりますので、会議を進

めさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

まず初めに、議事録署名委員の指名をいたします。

本日の議事録署名委員は、あきる野市国民健康保険運営協議会規則第１２条の規定により

まして、松本委員、瀬戸岡委員を指名いたしますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、議事に入りますが、発言をする場合については挙手をもってお願いをいたしま

す。挙手した方を順番に指名をさせていただきますので、指名後に御発言のほど、よろしく

お願いをいたします。

それでは、次第２、審議事項「あきる野市国民健康保険税について（諮問）」でございます。

本日は、一定の方向で結論がでるようにまとめていきたいと思っておりますので、皆様方

の御協力のほど、よろしくお願いをいたします。

まず初めに、事務局からお願いをいたします。

○保険年金課長 保険年金課長の小川でございます。よろしくお願いいたします。

着座にて失礼いたします。

それでは、お送りしました資料１から順に説明させていただきます。「令和８年度あきる

野市国民健康保険税について」でございます。

このたび、令和８年度の納付金額の確定値が示されたところであります。

まず、１ページの上段の表、納付金の推移を御覧ください。色が変わっている部分が前回

の会議でお示ししました仮係数に基づく数値、その下が今回の確定値になります。表の左側、

東京都全体の納付金の額は４３７４億円余りとなり、前回から８４億円の減となりました。

なお、このうち子ども・子育て支援金分につきましては、仮算定時の９０億円から９９億円

と９.８％ほど増となってございます。その結果、右側のあきる野市の納付金額は２３億９５

００万円となりまして、全体では前回から４５００万円ほど減となりました。なお、このう

ち子ども分につきましては、東京都と同様に約９.８％の増となってございます。

１ページ目の下段、（２）の一人当たり診療費の推移のうち令和８年度分につきましては、

診療報酬の改定見込みが２.２２％のプラスを見込んでおりまして、こちらを反映したことに

より、仮算定時の３７万６９９１円から、令和８年度、今回３８万２７２８円に増加してご

ざいます。

資料は戻ってしまうのですが、（１）のところ、子ども分の新設ということで、前回会議の

ときには所得割０.２７％、均等割が１，９００円という形でお示しさせていただいたのです

が、先ほど申し上げましたとおり、東京都全体で９.８％ほど増となったところで、あきる野

市の分につきましても、所得割が０.３０％、均等割が２，０００円という形に修正されてお

ります。

なお、子ども分につきましては、１８歳未満の子どもの被保険者の均等割は全額減免され
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まして、１８歳以上の被保険者がその減免した分の子ども分をプラスで支払っていただくと

いった形になりますので、１，８００円というのが本来の均等割、プラス２００円というの

が子ども分に係る減免分を１８歳以上の方が負担していただく１８歳以上の均等割、このよ

うになってございます。

続きまして、２ページ目を御覧ください。

（３）被保険者数の推移と（４）保険料水準の統一につきましては、前回の会議から変わっ

ておりませんので、説明は割愛させていただきたいと思います。

続きまして、３ページ目を御覧ください。

納付金額の確定などに伴いまして、上段の表のとおり、令和８年度当初予算見込みを修正

してございます。

表の右側、歳出の国民健康保険事業費納付金は、先ほど御説明しましたとおり２３億９５

００万円余りとなってございます。そのほか、修正ですとか財源調整を行った結果、歳入総

額につきましては約７６億２６００万円、歳出総額は８１億７０００万円余りとなりまして、

差引財源不足額は５億４４００万円余りとなりました。前回お示しした財源不足額が５億７

１００万円余りでございましたので、２７００万円ほど縮小してございます。

続きまして、ページの下段、財源不足の解消案の（１）、国民健康保険基金の活用につきま

しては、前回から修正等はございません。

続きまして、最後の裏面のページとなります。こちらの上段の表が国民健康保険税の改正

に関する試算でございます。

表の一番右側が今回の案、その左隣が前回の会議でお示ししました案となってございます。

令和８年度の財源不足額は、一番右側のとおり、ただいま御説明した５億４４００万円余り

となります。

解消策の１番目、国民健康保険税税率改正の案５１６８万９０００円は、前回の会議でお

示ししました４７９１万９０００円から３７７万円増加してございます。これは、子ども・

子育て支援金分に係る納付金が、東京都全体、あきる野市単体とも約９.８％増加したことに

伴いまして、標準保険税率が上がったことによるものでございます。平均改定率にいたしま

すと３.４％となりまして、前回の３.２％から０.２ポイントの増となってございます。前回

の会議の中でも御説明させていただきましたが、東京都全体でこの標準保険税率を採用して

いくという部分と、また、被用者保険を含む全ての保険者が令和８年度から子ども・子育て

支援金分を賦課しなくてはいけないというところで、どうしてもやむを得ない部分なのかな

というふうに認識してございます。

次に、国民健康保険基金の繰入金は２２９５万３０００円となりまして、前回から３００

０万円余り減少させております。これは、財源不足額が減ったことと、今申し上げました税

率改正分がどうしても必須になりまして、その分の収入が増えたことによるものになります。

この結果、基金残高はここには載せていないのですけれども、前回６０００万円ほど残せる

という御説明をさしあげましたが、今回の結果、９０００万円を維持することができるとい

った見込みとなってございます。

最後に、一般会計からの繰入金につきましては４億７０００万円ということで、前回から

変更はございません。

資料１につきましては以上となります。

続きまして、お送りした資料２を御覧いただけますでしょうか。

こちらにつきましては、モデル世帯における税率改定前後の税額の比較となってございま
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す。パターン①は４０歳未満の１人世帯、パターン②は７０歳夫婦の２人世帯、パターン③

は３０代夫婦と未就学児１人の３人世帯、パターン④は４０代夫婦と子ども２人の４人世帯

といったモデルとなってございます。

所得階層ごとに税額を示してございまして、青が改定前、ピンクが改定後、差引きの増減

額が黄色となってございます。

今回の税率改定につきましては、子ども・子育て部分のみの改正でありまして、子ども・

子育て分は１８歳未満への均等割が賦課されないことから、パターン②からパターン④の増

減額の差はごく小さいものとなってございます。その小さい部分の差というのは、被保険者

数の人数に応じた軽減判定基準の差という部分と、それに応じて設定したモデル所得の差に

よる金額の差になってございます。

資料の説明につきましては以上でございます。

○会長 ありがとうございました。

ただいま説明が終わりました。質疑、御意見のある方はよろしくお願いをいたします。

委員。

○委員 （３）の被保険者数の推移でちょっとお伺いしたいのですけれども、令和７年度か

ら令和８年度に９７１名の減が見込まれていますよね。これは、例えば高齢で亡くなる人の

割合がどのくらいで、若くてすごく稼ぎのある人が厚生年金のほうに行ってしまったとかい

う割合は、どのくらいの割合になっているのでしょうか。

○会長 事務局。

○保険年金課長 このあきる野市の令和８年度の見込みにつきましては、過去のあきる野市

の被保険者数の増減率と、あと直近のあきる野市の被保険者数の増減率というところから、

東京都全体で同じ計算式を用いて推定した数値でございまして、内訳等につきましては想定

ができていないところでございます。

○委員 分からないのですか。

○保険年金課長 はい。

○会長 委員、どうぞ。

○委員 なぜそんなことを言うかというと、国保の今の問題は、保険制度全体のベースが、

社会保険の厚生年金の枠がどんどん増えていって、今、国保を支えているのは６５歳の人か、

あとは小さい事業者の経営者なのです。基本的に６５歳以上の人はそんなに資力がないので、

小さい事業者の上に乗っかって保険をやっていると。この制度の中で維持しましょうという

こと自体、難しいですよね。それは釈迦に説法かもしれないけれども、これをきっちり上に

上げていかないと、同じ話を、小さい自治体でどんどん財政負担をしていって、財政の自律

性がなくなるというか、この先、どんなに話合いをしても、解決策が我々のこういう中では

見えてこない。むしろ、増減分に関しては国が全部補塡すると、そういう制度を要望しても

らったほうがいいような感じがするのです。

特に、何歳ぐらいの人が亡くなっていって、国保から抜けていって、どのくらい若い人た

ちが厚生年金のほうに移ってしまっているのかという実態が見えないと、いつまでたっても

国保の上に立って議論しているということ自体が、薄氷の上に我々が立っているような上で

話をしているのです。どんどん氷が薄くなっているよと。でも、財源をきちんと保てる人が

いない中で、いつまでこういうことをやらないといけないのかなと思ったりするのですけれ

ども、そこの方向性はどういうふうに考えていらっしゃいますか。

○会長 事務局。
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○保険年金課長 国民健康保険の抱える最大の課題といいますか、その部分というところの

御指摘かと思います。

ここで、直近の被保険者数の推移というところで、あきる野市は東京都全体と比べて減少

率はちょっと高いというようなところがございます。被保険者数の移動の事由などを見ます

と、やはり減少の理由として一番多いのは、ここまで団塊の世代が後期高齢者へ移行してい

ましたので、後期高齢者医療保険への移行に伴う脱退というのが最大の減少の理由となって

ございます。そのほか、転入や転出は年によって違うのですけれども、全体的には転入が若

干超過しているという状況がございます。

また、社会保険を離脱して国保に入ってこられる方、逆に国保を外れて社保に加入される

方、その辺りの差引きというのも、ここのところ社会保険を６５歳とかで離脱して国保に入

るという方が結構少なくなっている傾向でございます。この辺は社会保険の適用拡大ですと

か高齢者の就労率の上昇といったものが影響していると考えてございまして、いずれにいた

しましても一定の資力のあるような方が入ってくる、そういった人数よりも、後期への移行

であったりとか、社保に残られる、新たに社保に加入される、そういった方のほうが多いと

いう状況は続いてございますので、根本的な課題という部分につきましてはさらに深刻にな

っているといいますか、そういった状況と考えてございます。

そうした中、東京都市長会を通じてですとか、あるいは我々課長会等を通じて、国や東京

都へ引き続き要望活動は行っていきたい、このように考えてございます。

○会長 委員、どうぞ。

○委員 単純計算すると数字の計算だけなのですけれども、９７１人が減ったから、一人あ

たりの医療費が３８万２０００円、これに９７１人を掛けたら３億円ぐらい行くのではない

かと、この分が減るのではないかと単純に考えるのですけれども、いやちょっと待てよと。

ひょっとしたらみんな元気な人が減っているのではないかという、そういうことがあったも

のですから、ここで言ってもしようがないなと思って、その辺もあって質問させていただき

ました。

ありがとうございました。

○会長 よろしいですか。

ほかにございますでしょうか。

委員。

○委員 直接とはちょっと違うのですけれども、資料１の２番、子ども・子育て支援金制度

の創設というふうになっているのですけれども、今回初めてのものなのですが、世帯全体、

経済全体で子育て世代を支える新しい仕組み、この仕組みはどんなものを想定されているの

でしょうか。

○会長 事務局。

○保険年金課長 こちらの表現につきましては、厚生労働省のほうでつくっている表現でご

ざいまして、少子化対策という部分、医療保険などにつきましても、将来的に子育て世代、

次の世代を支えていく持続可能な制度にしていかなくてはいけないというところで、少子化

対策の受益というのは全ての経済主体でありますというような考え方の下に、子ども・子育

て支援金制度で様々な児童手当の拡充とか、もろもろの子どもに対する支援を行っていると

いうことでございます。

そうした中で、後期高齢者医療でも子ども・子育て分というのは負担していただくのです

けれども、被用者保険においても、我々国民健康保険においても、子育て世帯を支援してい
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こうと、そういった考え方の仕組みであるというふうに認識してございます。

○委員 分かりました。

○会長 よろしいですか。

ほかに御意見、御質疑ございませんでしょうか。

委員。

○委員 前回のときも申し上げたのですけれども、令和８年度の前回分のときに、今回の改

正分は３.２ですよということと、繰入分の金額等考えて、あと一般会計からは５億円ではな

くて４億７０００万円ということで、ぎりぎり許せる範囲かなという発言をさせていただい

たのですけれども、今回は若干微増で３.４％なので、０.２％上がっているということであ

りますけれども、子育て分とかそういうところも含めていろいろと調整されているのでしょ

うけれども、いろいろな形でうまく３.４％に抑えていただいたという形で、前回と同様に我

慢できる範囲なのではないかなと思われますけれども、赤字分を解消するためには上げなけ

ればいけないのですけれども、我々の負担は最小限に抑えていただいたのではないかなと感

じました。

以上です。

○会長 ありがとうございます。

委員。

○委員 １つは、私が委員としてお願いするとしたら、もうちょっと国の負担をしてもらう

ような方法を常に議会のほう、それから上部の官庁にもぜひ伝えるような仕組みがないかな

と。普通の保険会社で保険を算定するときに、０歳から９０歳とかで全部が対象なのですけ

れども、今、国保ベースの人たちが、年齢が高い人、しかも収入があまり高くない人がベー

スになったり、あとは零細な個人事業主が対象だったりして、ちょっとした負担能力という

か、担税能力のある人たちはみんな健康保険のほうへ行ってしまっているので、もともと保

険を保つという仕組みが、土台が弱過ぎるのです。それに基づいて、自治体のほうに全部責

任だけは来ると。これは我々一住民として考えても、被保険者として考えても不合理な制度

なので、将来直してほしいみたいな意見書をぜひ出してほしいのです。

国保が始まるもともとの仕組みの中で、国民皆保険という国の制度の中でやっているので、

増額分は当然国が負担すべきものだと思うのです。自治体に押しつけるものではないと私は

思っていますけれども、そういう附則意見をぜひ出してほしいなと思うのですけれども、よ

ろしくお願いします。

○会長 今の件について、何か事務局のほうからコメントはございますか。

事務局。

○保険年金課長 先ほどちょっと申し上げましたように、全国市長会等を通じた厚生労働省

への要望、こういったものは引き続き行ってまいります。

また、その中で重点要望というような形で、本当に各団体に１、２項目出すような、そう

いった部分に載せている最重要項目ということで要望しておりますので、引き続きそういっ

た強い働きかけを行ってまいりたいと思います。

○会長 今の段階では継続した要望という形になってしまうので、我々としても、福祉の道

が開けるような形が望ましいのでしょうけれども、うちだけの話ではないので、ほかの保険

組合などとの関係もございますので、さらに強い考え方を持ちながら、戦略的な考え方を持

って、その点について前に進めるような形でぜひ事務局に考えていただいて、要望活動を継

続していただきたいということは私も思っております。よろしくお願いします。
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ほかはどうでしょうか。

今回、３.４％という形で、子育て関係の支援金制度、制度上の形の部分が含まれての話に

なっておりますけれども、その点も踏まえて最終案に抑えたというような御意見もございま

すけれども、いずれにしてもパーセンテージは上がるわけですから、それを踏まえて皆さん

の御意見をもう少しいただければなとは思っております。

委員。

○委員 資料２のモデル世帯を見ていると、先ほど子ども・子育ての政策ということで、こ

れは応援しなければいけないところだと思うのですけれども、被保険者として、７０歳夫婦、

私なんかはここに入るのですけれども、増減と書いてあるので、ということは税も上がると

いうことです。

もう７０歳とかになると、働きたくても働けないとか、勤めたくてもなかなか難しいとい

う状況の中で、収入は年金だけになるのです。国民健康保険だとすると、厚生年金がなく、

そうすると国民年金の全部を夫婦が全額４０年間払っていたとしても、なかなかそうは難し

い世帯が多いと思うのです。この中でこうやって上がっていくとなると、本来ならば私、被

保険者としたら、保険税が上がるのは反対という気持ちがあるのですけれども、そういう市

の活動を応援もしなければいけないというところで、致し方ないのかなというところがある

ので、その辺も分かってもらえれば。

○会長 分かりました。ありがとうございます。

確かにそうですよね。よく分かります。

委員、どうぞ。

○委員 質問なのですけれども、法定外繰入れの令和８年度はまだ確定していないのでしょ

うけれども、暫定値とするとどれぐらいの一人当たりの金額になって、令和５年度は法定外

繰入れがこれだけ高い金額になって、それから下がってきている、これの説明が何かあれば

ということでお聞きしたいのです。

○会長 事務局。

○保険年金課長 最後のページの下に法定外繰入れということで、令和５年度の一番高い状

況から、令和７年度、４億８５００万円、令和８年度はここには数字は入っていないのです

けれども、今申し上げました４億７０００万円という暫定の見込みでございます。

４億７０００万円を被保険者の見込みであります１万４７９３人で割り返しますと、一人

当たりは３万１７７１円というような形となります。この場合、令和７年度の一人当たりの

数字、若干増えてしまっているという部分もございます。

ただ、あくまでこれは現時点での想定の数値というところで、一人当たりを減らせるよう

に何とか今年度とか、もう少し法定外繰入れを、いずれ１０年後にゼロにしなくてはいけな

いという部分がございますので、どこか予算の補正等の中で可能ならばもう少し減らせられ

れば、そちらの分を減らさなければいけないかなと、このように考えてございます。

○会長 大丈夫ですか。

○委員 大丈夫です。

○会長 ほかにございませんでしょうか。

委員、どうぞ。

○委員 （２）の国民健康保険税の改正の表なのですけれども、令和６年度から８年度にか

けて財源予測という欄を見ますと、６年度が６億４０００万円、それからずっと右に目をや

っていきますと８年度は５億４４００万円、それに対して一番下の解消策のところを見て、
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一般会計繰入金が６年度は５億４０００万円、右にずっと目をやっていきますと８年度は４

億７０００万円、市として大変なお金になってくると思うのです。ほかの自治体も同じよう

な傾向であると思うのですけれども、これだけの一般会計繰入金を考えた場合、例えばあき

る野市でこの額を捻出していくというのは大変なことだと思うのです。

先ほどお話がありました国への要望というのがありましたが、これだけの金額をそれぞれ

の自治体で捻出していくというのは本当に大変なことだと思いますから、これは国のほうに

強く求めていく意見を申し述べていくというのは必要なのかなと思うのですが、これは意見

です。

○会長 分かりました。ありがとうございます。

国保自体の構造的な問題が浮き彫りになっているということで、狭い議論の範疇の中でど

うやっていこうかというのが現状なので、多分うちだけではなくてどこの自治体も苦しい部

分があるとは思いますけれども、ただ、前回も、法定外繰入れをしていなくて、いわゆるパ

ーセンテージの上昇分だけでカバーしているような自治体もあるようには聞いてはいますけ

れども、うちは今、４億７０００万円、法定外繰入れでなるべく減らそうという形の中で、

なるべく上昇率を抑えたいというような形でこのような数値の案になっているかなとは思っ

ております。そういったことは皆さんよくよく御承知のことと思いますけれども、その中で

御意見、御質疑を求めるのも、なかなか私どももどうしてもつらいなというような思いもあ

りますけれども、せっかくのこういう機会ですので。

委員、どうぞ。

○委員 先ほど課長にもお願いしましたけれども、被保険者数の推移という中で、例えば年

齢が過ぎて後期高齢者のほうに入った人数と、あとは社保というか厚生年金のほうに入った

人数と、減った人の割合とかそういう数字は調べれば出るのでしょうか。

○会長 事務局。

○保険年金課長 市のほうでは事務報告書を決算の時期に作成してございまして、この中に

国民健康保険係のトップのところに被保険者の移動事由というところで掲載してございます。

こちらのほうで、ホームページなどからも御覧いただけるのかなと思います。

○委員 そうなのですね。分かりました。

その中で特徴的なのは、団塊の世代が全部後期のほうに行ったのが大きな数字の要因だと

いうことですけれども、単純に言うと、一人あたりの補塡している金額を少なくするために、

どの辺の層が減っていったらいいのか、それともどの層に働きかけたらもっとうまくいくの

かとかいうのを、数字を見ながら、推移を見ながら判断できるということはあるのでしょう

か。例えば構造的な問題というのは、それを分析することによって都のほうに申請するとか、

国に言うとか、そういう材料にはなり得るのでしょうか。

○会長 事務局。

○保険年金課長 先ほど申し上げました移動の事由というところで、国保の資格を取得した

事由と喪失事由は事務報告書で御確認はいただけます。

ただ、単年度だけで見て、あるいは他の団体も同じようなことを出しているのかというの

はなかなか比較が難しいのですけれども、あきる野市単体で経年で比較をしてみますと、後

期高齢者への加入は令和５年度あたりをピークに減少傾向に既に転じていることですとか、

また、転入・転出の差というのは、若干転入のほうが多い状況はずっと継続しているのです。

また、特徴的なのは社会保険の離脱の件数、６５歳になって社保を離脱して国保に入りま

したよという方が経年で見るとここ数年で減っているというところ。また、令和４年のとき、
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社会保険の適用拡大を一番大規模な事業所のところでやった。その辺りには社保加入による

国保の喪失といった件数が多かった年でございます。それらを経年で比較するぐらいしかな

いのかなと思うのですけれども、経年比較することで比較的状況が見える部分もございます

ので、参考にしていただければと思います。

○委員 ありがとうございます。

○会長 それについては、確認すればできそうな課題なのでしょうか。

どうぞ。

○保険年金課長 なかなかこの冊子とかをぱっと並べてこうなっているねというのをつくり

込まないと難しいところではあるのですけれども、全体的な傾向、どの程度の資力のある方

がという部分の把握等はちょっといかないとは思うのですけれども、全体的な傾向と税の調

定額もこの資料には載ってきていたりしますので、調定額を被保険者数で割ったりすれば一

人当たりの資力も出てきます。

ただ、税率を改定していますので、税率が上がれば税の調定額は当然上がってきますし、

そういった状況から客観的に分析するというか、そういった方法に限られるのかなとは思い

ます。

○会長 どうぞ。

○委員 基本、一人あたりの医療費の金額を考えると、９００人はすごい数字なので、そこ

から数字を見ると、これだけ減るのだから単純に次は減るのではないかと思うのですけれど

も、そこから考えたときに、どっちにこの９００人ぐらいの人たちが動いているのだろうと

思ったりするのです。こちらが思うような感じにいかなくて、ただ単にいい人だけが抜けて

いるのかもしれないので何とも言えませんけれども、この９００人の人の全体で一人あたり

の金額で計算したら物すごい金額になってきますよね。そうすると随分財政の読み方が変わ

ってくるのではないかなと思って発言したのですけれども、今どうのというよりも、これか

らの中でそういう分析が、お忙しいでしょうけれども、そういう資料をつくってもらったら

少し分かりやすいかなと思いました。お願いします。

○会長 現状分析をもう少し見える化していただければと。それによって議論が深まるとい

うことだと思いますので、時間の許す部分が少ないかも分かりませんけれども、次回以降、

確認をいただきながらお願いしたいと思います。

市民部長。

○市民部長 今、委員から御質問のあった９７１人被保険者数が減っているというところな

のですけれども、以前、私がこちらの立場にいるときに、資料を分析させていただいたこと

がありまして、社会保険に加入される方というのは、生産人口の働き盛り世代で、こういう

区別はよくないかもしれないのですけれども、いわゆる健康な体をお持ちの方というところ

なので、９７１人のうちそれが全部とは言いませんけれども、その方たちが抜けて国保に残

られた方の医療費と、社会保険等に加入するために国保を辞められた方のかかった医療費を

分析したところ、国保に残られた方のほうが２倍以上の医療費を使っていらっしゃるという

ところがありますので、先ほどのお話で、どういった政策を組めば国保の今の構造的なもの

が改善できるのかという話がありましたけれども、被保険者の方にしてみれば、やはり社会

保険に加入したほうが社会保険料の半額を持っていただけるので、そこの部分も含めて今、

社会保険への適用拡大が広がっている状況だと思います。

国民健康保険は、先ほどから会長もおっしゃっているように、単身世帯ですとか、６５歳

の年金の受給者の方ですとか、そういった方が多く加入している状況ですので、これをどう



１０

改善していって、制度的にどういうふうにすれば、国保の財政破綻といいますか財政が保て

るのかというのは、こういった構造的に見ても、本当に難しい課題であると思っております。

それについては、先ほども課長が申し上げているとおり、全国市長会を通して省庁のほう

に重点課題というところで出させていただいております。そのほかには、医療保険の全国統

一化といった要望も出させていただいているところではありますが、なかなか構造的課題の

改善、解決というのは難しい課題かなとは考えております。

○委員 ありがとうございます。

○会長 よろしいですか。

ほかにございますでしょうか。

委員。

○委員 意見なのですけれども、私、保険者が市から東京都に移るときに東京都の委員をや

っていまして、当時は５年ぐらいで解消しなさいというような話だったのですけれども、今

の話だと１０年という数字が出てきて、これを見ると、令和２年からの推移を見ても、今後

もずっとこれが続いてしまうのではなかろうかと思うのは、今言ったように構造上の問題が

あるからこうなっていると思わざるを得ないわけです。

保険の歳出に関してプライマリーバランスで言いますと、国、東京都、それから市、あと

保険者、我々が負担してバランスが取れているわけですよね。今、あきる野市とすれば、確

定値を持ってそれでうまくいくように話しているわけですけれども、その確定値を細分する

計算値自体がちょっとおかしくて、もっと国のほうの部分を増やして、我々に例えば５億円

ぐらい低く確定値が来ればこの繰入金はなくなるわけですよね。なので、その辺の配分の数

字、国が２分の１ぐらい見ているのですかね。東京都が４分の１、残りでという感じだと思

うのですけれども、その辺のバランスを変えない限りはずっと継続的な問題となるし、健康

保険の被保険者から見ると、今言ったように負担能力の低い方が多いわけです。ということ

は、幾らここでいろいろなことを考えても、そこを直さない限りはずっとこのことは続いて

しまうと思うのです。だから、根本的に意見をどんどん言っていただいて、これはあきる野

市だけの問題ではなくて、ほかの市も、ほかの県も全部一緒だと思うのです。だから、これ

は声を大にしてお願いしていただきたいなと思いました。

以上です。

○会長 ありがとうございます。

ほかにございますでしょうか。

今の御意見のとおりだと思っておりますけれども、今の現状の中でどういう形で今後、い

わゆる料率を決めていくかということになれば、現状の資料の中での対応しかできませんけ

れども、ただ、将来性を踏まえないと議論が先細りになってしまいますので、今みたいな形

の中で、できればそれに堪え得るような資料も今後、事務局のほうでもお考えいただきなが

ら、よろしくお願いしたいなと思っております。

委員。

○委員 今の負担率の話はここでするような話ではなくてもっと大きな話なのですが、今回

いただいた中でいえば、先ほども申し上げたように、３.４％というのは年金の人たちは厳し

いという話なのでしょうけれども、いずれにしても解消しなければならないということで考

えれば、受忍する限度内なのかなというのを改めて意見として申し上げたいと思います。

○会長 ありがとうございます。

皆さん、御意見、質疑を含めてどうでしょうか。



１１

これについては前回も、資料のお示しをしたところで、若干の質疑、御意見をいただいて、

今日、深掘りまで行くかどうかは分かりませんけれども、質疑、御意見をいただいておりま

す。

その中では、皆様方から、法定外繰入れを含んで３.４％に抑えて、それが子育ての制度上

の話も加味しての話になりますけれども、そうなると法定外繰入れのものも考え合わせると

限度内かなと、必要最小限なのかなと。言ってみればやむを得ない部分もあるのかなという

ような相対的な御意見が私のほうでも聞こえましたけれども、そういう形の中でいけば、こ

の程度ならば致し方ないかなというような相対的な方向性で皆様方、よろしいでしょうか。

どうでしょうか。

よろしければ、皆さんの御意見を集約した形の中で対応をさせていただければなというこ

とだと思いますけれども。

委員。

○委員 異論はないと思いますけれども、ただ、附則意見を、私もお話ししましたけれども、

委員もお話ししたように、ぜひきっちりつけていただいて、要望としてよろしくお願いいた

します。

○会長 分かりました。

いわゆる答申の形の中でのまとめ方だと思いますけれども、そういった御意見も出ました

けれども、皆様方、そういう方向でよろしいのでしょうか。

（「異議なし」と声あり）

○会長 それでは、３．４％という形の中で異議がないということで了解をいたしました。

それでは、市からの諮問につきましては、本協議会から答申を行うことになります。

その答申書については、主な審議意見を参考にしていきたいと。そして今、

委員がおっしゃった附則的な部分、そうしたものをどう入れ込むかというのは、日にち的な

問題もございますので、また検討させていただいて、私と会長職務代理者にその案文につい

てもお任せをいただければなとは思っておりますけれども、それで素案をつくって、市長に

答申を上げると、そんなような運びになると思います。

それでよろしいでしょうか。

（「異議なし」と声あり）

○会長 ありがとうございます。

それでは、皆様の御意見も十分に反映させてまいりますので、後日、答申書を中嶋市長に

お渡しをさせていただきたいと、このように思っております。よろしくお願いします。

それでは、最後になりますけれども、次第３のその他になります。

○委員 その他意見で。

○会長 どうぞ。

○委員 今日でなくてもいいのですけれども、今日から参加しているということで、議事の

中でも一般財源繰入れの話が出ましたけれども、当然１７年度までに加速化プランに従って

解消というお話があると思います。現在、ここに参加するに当たって、私はどうしても、今

現在の一般財源繰入れなのか、もっと大きい状況かもしれませんけれども、あきる野市さん

の状況を把握したいので、もし可能であれば一般財源繰入れの解消の計画とか、その辺りの

概略を教えていただければ。今日は時間もありますので、ここを見ておいてくれとか、また

お教えいただければということで、後ほどでももちろん構いませんが、よろしくお願いしま

す。
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○会長 事務局、今の話は大丈夫ですか。

○保険年金課長 後ほど御説明させていただきます。

○会長 後ほどですみませんが、よろしくお願いします。

ほかにございますでしょうか。

事務局からは何かございますか。

どうぞ。

○事務局 次回、皆様にお集まりいただく会議の開催につきまして御案内します。

次回につきましては、令和８年２月２４日火曜日、午後７時半を予定しております。改め

て御案内させていただきますので、御予定のほどよろしくお願いいたします。通知のほうは

改めてお送りいたします。よろしくお願いします。

以上です。

○会長 次回が２月２４日火曜日、午後７時半という予定だそうです。皆様方、日程の確保

のほど、よろしくお願いします。

その他、委員の皆さんから、全体を通してでも構いませんけれども、何かございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。

それでは、ほかにないということですので、これをもちまして本日の議事を全て終了いた

します。

皆様方、長時間にわたり大変ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いをいたします。


